平成２３年度　沖縄総合事務局開発建設部　情報化施工実施方針（案）

１．情報化施工技術

　　1）一般化推進技術：　既に実用化段階にあり、平成25年度の一般化に向けて普及措置

を講じる技術
　　【対象技術】

・B-1：マシンコントロール（MC）技術（モータグレーダ）

　　　　・C-1：トータルステーション（TS）による出来形管理技術（土工）

　　2）実用化検討技術：　技術の適用性は確認済みであるが、引き続き実用化に向けて検討

が必要な情報化施工技術。

　　　【対象技術】

・A-1：マシンガイダンス（MG）技術（バックホウ）

　・A-2：マシンガイダンス（MG）技術（ブルドーザ）

・B-2：マシンコントロール（MC）技術（ブルドーザ）

・D：TS/GNSSによる締固め管理技術

　　3）確認段階技術：　技術の適用性・効果の確認とともに、作成した施工管理要領（案）

等の妥当性確認が必要な情報化施工技術。

　　　【対象技術】

・C-2：TSによる出来形管理技術（舗装工）

　　4）検証段階技術：　技術的検証や技術の活用方法、施工管理要領（案）の作成等、更なる検討が必要な情報化施工技術。

　　　【対象技術】

・E：盛土の捲き出し厚さ管理技術

・F：加速度応答による締固め管理技術

・G：TSによる路盤工の出来形管理技術

・H：その他

２．情報化施工の実施方法
（１）情報化施工の導入方法
○ 情報化施工技術の導入は、『発注者指定型工事』と『施工者希望型工事』に分けて実施する。
『発注者指定型工事』

工事発注時に公告、入札説明書、特記仕様書等に活用する情報化施工技術を明記し、情報化施工技術を実施する工事。工事費積算は、別紙－２「平成22 年度 情報化施工の発注者指定型工事積算要領（案）」を使用する。
『施工者希望型工事』

施工者側から、総合評価又は契約後の施工計画提出時等に情報化施工技術の活用が提案され、情報化施工技術を実施する工事。工事費積算は、導入前の標準積算基準を使用する。

なお、『発注者指定型工事』を対象に「試験施工調査」を実施する。様式は以下ｈｐより
　　　　http://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ict-model.html#05
（２）｢試験施工調査｣について
○ アンケート調査：施工者等に情報化施工技術についてのアンケート調査を実施
○ 詳細調査：施工の効率化、施工品質等の評価のため、定量的な調査を実施
※上記アンケート調査と詳細調査を「試験施工調査」と称し、『発注者指定型工事』
を対象に調査を実施する。
※『施工者希望型工事』は、「試験施工調査」を実施しないが、導入理由等に関する
「簡易アンケート調査」（別紙－４）を実施する。
ただし、施工者の協力が得られれば、「試験施工調査」等を実施しても構わない。
（３）情報化施工実施の推進のための措置

【一般化推進技術】
○ 総合評価方式

沖縄総合事務局管内においては、情報化施工技術関連の機器調達が困難な部分もあることから、平成23年度は、発注者指定型工事及び、施工者希望型工事において、情報化施工技術の活用を技術提案の指定テーマとして設定しないとともに、技術提案以外の評価項目としても情報化施工技術の活用を設定しない。平成24年度以降、状況をみながら評価を判断し実施していく。

　○ 工事成績評定：情報化施工を採用した工事は、主任技術評価官による「５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫」における評価で加点。
□ ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。
『発注者指定型工事』、『施工者希望型工事』ともに加点。試験施工調査の実施の有無は問わない。
※全国運用では、情報化施工技術のうちNETIS 登録されている技術は、「新技術活用」でも加点とあるが、沖縄総合事務局においては、加点評価しない方針とする。
【実用化検討技術などの一般化推進技術以外の情報化施工技術】
○ 総合評価方式

平成23年度においては、一般化推進技術以外の情報化施工技術の活用について技術提案の指定テーマとして設定しない。

施工者希望型工事においては、現状において技術そのものの普及率が極端に低いことや、機器・システムの調達などの導入環境が整っていないことから、標準的な施工と比較して割高となるオーバースペックの恐れがあるため、情報化施工技術の活用を評価項目として設定しない。
○ 工事成績評定

情報化施工を採用した工事は、主任技術評価官による「５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫」における評価で加点。（一般化推進技術と同様の対応を行う。）
（４）情報化施工の導入環境整備の試行
○ ３次元設計データ

河川土工および道路土工において、TS 出来形管理技術またはMC/MG 技術を実施する発注者指定型工事については、原則、発注者から３次元データ（TS 出来形管理用の３次元データ）を提供する。また、施工者希望型工事においても、原則、発注者から３次元データ（TS 出来形管理用の３次元データ）を提供する。

なお、上記に依りがたく、かつ３次元データが必要な場合は、発注者の費用負担により、２次元CADデータを３次元データに変換または作成することとする。

なお、発注者側における３次元データ作成方法等については、別紙－３「施工管理用３次元データ作成の考え方について（案）」を使用する。

（５）工事費等の基本的な考え方（詳細は別紙－２積算要領（案）参照）
①施工に関する技術（ＭＣ／ＭＧ技術）
○「発注者指定型工事」の場合 → 別紙－２積算要領（案）を参照
・建設機械の作業能力向上、補助労務員の削減等を考慮。
・情報化施工用機器等の調達費用、試験施工調査費用を計上。
○「施工者希望型工事」の場合 → 標準積算基準に基づく積算
・試験施工調査（アンケート調査・詳細調査）に協力する場合は調査費用を別途計上。
（簡易アンケート調査については調査費用を見込まない）
②施工管理に関する技術（締固め管理、出来形管理技術など）
○「発注者指定型工事」の場合 → 標準積算基準に基づく積算
・試験施工調査費用を計上。
・従来技術との二重管理を行わせる場合には、従来技術による管理費用は別途見込
む。（見積対応）
○「施工者希望型工事」の場合 → 標準積算基準に基づく積算
・試験施工調査（アンケート調査・詳細調査）に協力する場合は調査費用を別途計上。
（簡易アンケート調査は調査費用を見込まない）
（６）現場見学会の実施
協力可能な工事において、技術の広報周知のため、官民等を対象に見学会を随時実施
３．情報化施工の実施計画
平成23 年度における『発注者指定型工事』による情報化施工の実施計画は次の通りとする（表１参照）。
１）一般化推進技術
【実施目的】
技術の普及促進、中小規模工事への適用拡大及び技術の導入環境の整備等。
①B-1：MC 技術（モータグレーダ）
〔目標件数〕
・全国で40 件（1 地整での目安 3～8 件程度）【沖縄：１件程度】
※アスファルト舗装A クラス：１件程度,

〔施工規模の目安〕
・原則として、舗装工（路盤工）の施工面積が10,000m2 程度以上
（適用分類）
15,000m2 以上は選定可。
10,000m2～15,000m2 はコスト比較の上、舗装工（路盤工）の増額部分が工事費
全体に対して1％以内であること。
10,000m2 未満も同様にコスト比較の上判断すること。
〔試験施工調査〕
・アンケート調査（請負者のみ）及び詳細調査
②C-1：TS による出来形管理技術（土工）
〔目標現場数〕
・全国で200 件（1 地整での目安 20～40 件程度）【沖縄：対応可能なものは全て実施を検討】
〔対象会社の目安〕
・主として一般土木B クラス,C クラスの企業が対象となる土工工事
〔試験施工調査〕
・アンケート調査（請負者、監督職員、検査職員）及び詳細調査
〔設計データ〕
・TS 出来形管理用３次元データを発注者側から提供
《表１　情報化施工技術と対象工種》
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特記仕様書の記載例【発注者指定型】


（１）土工の場合

（記載例）

第○条 情報化施工

１．本工事は、土工において情報化施工技術導入効果（施工効率・施工品質）の検討および情

報化施工に対応した監督・検査の検証等を目的とした試験施工調査の対象工事である。

２．以下の情報化施工技術を用いた施工を実施する。※

（１）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、設計データとの差分に基づ

き制御データを作成し、排土板を自動制御するマシンコントロール技術、又は設計デー

タとの差分を表示し、排土板を誘導するマシンガイダンス技術を用いて、道路・河川土

工の敷均しを実施する。

（２）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、設計データとの差分を表

示し、バケットを誘導するマシンガイダンス技術を用いて、道路・河川土工の掘削、法

面整形を実施する。

（３）請負者は、道路・河川土工の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＰＳを用いた

盛土の締固め情報化施工管理要領（案）」により実施する。よって、砂置換法又はＲＩ

計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質

管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。

（４）請負者は、道路・河川土工の出来形管理について、現行の巻尺・レベル等を用いた方法

に代えて、「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領

（案）」により実施する。よって、レベル・巻き尺等を併用した二重管理は実施しない

ものとする。

また、本管理に使用するＴＳを用いて起工測量や丁張り設置等を実施すること。

なお、本要領（案）による出来形管理の実施が困難な計測箇所においては、監督職員と

協議の上、現行の巻尺・レベル等によるものとする。

３．上記２．（１）～（４）の施工を実施するための情報化施工技術に使用する機器類は、請

負者が調達すること。

４．情報化施工導入環境の整備の試行として、設計図書の一部として出来形管理用ＴＳに搭載

する設計データを発注者より請負者に提供する。請負者は土木工事共通仕様書１－１－３設

計図書の照査等を適切に履行すること。

５．上記２．（１）～（４）で使用する情報化施工機器に入力した設計データと施工後情報化

施工機器が取得したデータ一式を監督職員に提出すること。

６．請負者は、当該技術の施工にあたり「試験施工調査」を行うものとし、調査結果について

は、別途指示する調査票により提出するものとする。

７．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議する

ものとする。

※注）活用する技術に応じて記載する内容を選択する

（２）舗装（路盤工）の場合

（記載例）

第○条 情報化施工

１．本工事は、舗装工において情報化施工技術導入効果（施工効率・施工品質）の検討および

情報化施工に対応した監督・検査の検証等を目的とした試験施工調査の対象工事である。

２．モータグレーダの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、設計データとの差分に基

づき制御データを生成し、排土板を自動制御するマシンコントロール技術を用いて、路盤工

の敷均しを実施する。

３．上記２．の施工を実施するための情報化施工技術に使用する機器類は、請負者が調達する

こと。また、情報化施工技術に搭載する設計データは、請負者が作成するものとする。

４．上記２．で使用する情報化施工機器に入力した設計データと施工後情報化施工機器が取得

したデータ一式を監督職員に提出すること。

５．請負者は、当該技術の施工にあたり「試験施工調査」を行うものとし、調査結果について

は、別途指示する調査票により提出するものとする。

６．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議する

ものとする。

特記仕様書の記載例【施工者希望型】


（土工の品質管理）
第○条　盛土の締固め品質管理
　　　　受注者は、盛土施工をする場合の締固め品質管理においては「ＴＳ・ＧＰＳを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領（案）」により実施してもよい。
    　なお、構造物周辺や法肩など盛土締固め管理が出来ない場所、および土質条件、天候等によりこの要領(案)での盛土締固め管理が出来ない場合には、監督職員に承諾を得るものとする。
第○条　道路及び河川・海岸・砂防土工の出来形管理
　　　　受注者は、道路（掘削工、路体盛土工、路床盛土工）及び河川・海岸・砂防土工（掘削工、盛土工）の出来形管理について、現行の巻尺・レベル等を用いた方法に代えて、「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（案）」により実施しても良い。なお、本要領（案）による出来形管理の実施が困難な計測箇所においては、監督職員と協議の上、現行の巻尺・レベル等によるものとする。
推進技術
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④施工管理ﾃﾞｰﾀを搭載したﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝによる出来形管理要領（案）





TS/GPSを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領（案）
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②施工管理ﾃﾞｰﾀを搭載したﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝによる出来形管理要領（案）





①ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝを用いた出来形管理の監督・検査要領（案）（河川土工・道路土工編）








